
参 考 資 料 

 

第 ８ 回 玉 名 市 議 会 

 

（定 例 会） 

 

令和７年１１月２８日提出 

 



議番号 件         名 

１０３ 玉名市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

１０４ 玉名市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

１０５ 玉名市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 

１０６ 玉名市教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例 

１０７ 玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

１０８ 玉名市税条例の一部を改正する条例 

１０９ 玉名市岱明コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

１１０ 玉名市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

１１１ 玉名市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

１１２ 玉名市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

１１３ 熊本県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 
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議第１０３号関係 

 

   玉名市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

別表（第２条―第５条関係） 

 執行

機関 

附属機関 所掌事項 事務の 

内容 

委員の

定数 

委員の構成 委員の 

任期 

 

 市長 略 略 略 略 略 略  

 

 

 

玉名市災害

弔慰金等支

給審査会 

略 略 略 略 略 

玉名市災害

義援金配分

委員会 

⑴ 災害義援

金の配分に

関 す る こ

と。 

⑵ その他災

害義援金に

関し市長が

必要と認め

る事項に関

すること。 

審議 ８人以

内 

⑴ 学識経

験を有す

る者 

⑵ 地域の

代表者 

⑶ 関係す

る機関及

び団体の

代表者 

⑷ その他

市長が適

当と認め

る者 

当該委嘱

又は任命

に係る所

掌事務が

終了する

までの期

間 

略 略 略 略 略 略 

 教育

委員

会 

略 略 略 略 略 略  

 玉名市地域

学校協働本 

略 略 略 略 略  

 

別表（第２条―第５条関係） 

 執行

機関 

附属機関 所掌事項 事務の 

内容 

委員の

定数 

委員の構成 委員の 

任期 

 

 市長 略 略 略 略 略 略  

 

 
玉名市災害

弔慰金等支

給審査会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 略 略 略 略 

略 略 略 略 略 略 

 教育

委員

会 

略 略 略 略 略 略  

 玉名市地域

学校協働本 

略 略 略 略 略  
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  部運営委員

会 

      

 玉名市図書

館窓口等業

務委託事業

者選定委員

会 

⑴ 玉名市図

書館窓口等

業務委託事

業者の選定

に関するこ

と。 

審査 ７人以

内 

⑴ 学識経

験を有す

る者 

⑵ 教育委

員会が指

名する職

員 

⑶ その他

教育委員

会が適当

と認める

者 

当該委嘱

又は任命

に係る所

掌事務が

終了する

までの期

間 

 

 略 略 略 略 略 略  

 略 略 略 略 略 略 略  
 

  部運営委員

会 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 略 略 略 略 略 略  

 略 略 略 略 略 略 略  
 

 

   （玉名市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正（附則第２項関係）） 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

職名 支給別 支給額（円） 摘要 

略 略 略  

災害弔慰金等支給審査会委員 略 略  

災害義援金配分委員会委員 日 5,800  

略 略 略  

地域学校協働本部運営委員会委

員 

略 略  

図書館窓口等業務委託事業者選

定委員会委員 

日 5,800  

略 略 略  
 

職名 支給別 支給額（円） 摘要 

略 略 略  

災害弔慰金等支給審査会委員 

 
略 略  

略 略 略  

地域学校協働本部運営委員会委

員 

略 略  

 

 
  

 

略 略 略  
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議第１０４号関係 

 

   玉名市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

 

   （玉名市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正（第１条関係）） 

（期末手当） （期末手当） 

第７条 議員の期末手当の支給については、玉名市一般職の職員の

給与に関する条例（平成１７年条例第４７号）の例による。ただ

し、同条例第１６条第２項中「１００分の１２７．５」とあるの

は、「１００分の１７７．５」とし、同条第５項において、規則

で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず、１

００分の１５とする。 

第７条 議員の期末手当の支給については、玉名市一般職の職員の

給与に関する条例（平成１７年条例第４７号）の例による。ただ

し、同条例第１６条第２項中「１００分の１２５  」とあるの

は、「１００分の１７２．５」とし、同条第５項において、規則

で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず、１

００分の１５とする。 

 

   （玉名市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正（第２条関係）） 

（期末手当） （期末手当） 

第７条 議員の期末手当の支給については、玉名市一般職の職員の

給与に関する条例（平成１７年条例第４７号）の例による。ただ

し、同条例第１６条第２項中「１００分の１２６．２５」とある

のは、「１００分の１７５  」とし、同条第５項において、規

則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず、

１００分の１５とする。 

第７条 議員の期末手当の支給については、玉名市一般職の職員の

給与に関する条例（平成１７年条例第４７号）の例による。ただ

し、同条例第１６条第２項中「１００分の１２７．５ 」とある

のは、「１００分の１７７．５」とし、同条第５項において、規

則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず、

１００分の１５とする。 
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議第１０５号関係 

 

   玉名市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

 

   （玉名市長等の給与に関する条例の一部改正（第１条関係）） 

（給与の支給） （給与の支給） 

第４条 前２条の規定による給与の支給条件、支給方法及び支給期

日については、玉名市一般職の職員の例による。ただし、玉名市

一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年条例第４７号）第

１６条第２項中「１００分の１２７．５」とあるのは、「１００

分の１７７．５」とし、同条第５項において、規則で定めること

とされている割合は、同項の規定にかかわらず１００分の１５を

超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。 

第４条 前２条の規定による給与の支給条件、支給方法及び支給期

日については、玉名市一般職の職員の例による。ただし、玉名市

一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年条例第４７号）第

１６条第２項中「１００分の１２５  」とあるのは、「１００

分の１７２．５」とし、同条第５項において、規則で定めること

とされている割合は、同項の規定にかかわらず１００分の１５を

超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。 

 

   （玉名市長等の給与に関する条例の一部改正（第２条関係）） 

（給与の支給） （給与の支給） 

第４条 前２条の規定による給与の支給条件、支給方法及び支給期

日については、玉名市一般職の職員の例による。ただし、玉名市

一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年条例第４７号）第

１６条第２項中「１００分の１２６．２５」とあるのは、「１０

０分の１７５  」とし、同条第５項において、規則で定めるこ

ととされている割合は、同項の規定にかかわらず１００分の１５

を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。 

第４条 前２条の規定による給与の支給条件、支給方法及び支給期

日については、玉名市一般職の職員の例による。ただし、玉名市

一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年条例第４７号）第

１６条第２項中「１００分の１２７．５ 」とあるのは、「１０

０分の１７７．５」とし、同条第５項において、規則で定めるこ

ととされている割合は、同項の規定にかかわらず１００分の１５

を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。 
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議第１０６号関係 

 

   玉名市教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

 

   （玉名市教育長の給与に関する条例の一部改正（第１条関係）） 

第３条 前条の規定による給与の支給条件、支給方法及び支給期日

については、玉名市一般職の職員の例による。ただし、玉名市一

般職の職員の給与に関する条例（平成１７年条例第４７号）第１

６条第２項中「１００分の１２７．５」とあるのは、「１００分

の１７７．５」とし、同条第５項において、規則で定めることと

されている割合は、同項の規定にかかわらず１００分の１５を超

えない範囲内で別に規則で定めるものとする。 

第３条 前条の規定による給与の支給条件、支給方法及び支給期日

については、玉名市一般職の職員の例による。ただし、玉名市一

般職の職員の給与に関する条例（平成１７年条例第４７号）第１

６条第２項中「１００分の１２５  」とあるのは、「１００分

の１７２．５」とし、同条第５項において、規則で定めることと

されている割合は、同項の規定にかかわらず１００分の１５を超

えない範囲内で別に規則で定めるものとする。 

 

   （玉名市教育長の給与に関する条例の一部改正（第２条関係）） 

第３条 前条の規定による給与の支給条件、支給方法及び支給期日

については、玉名市一般職の職員の例による。ただし、玉名市一

般職の職員の給与に関する条例（平成１７年条例第４７号）第１

６条第２項中「１００分の１２６．２５」とあるのは、「１００

分の１７５  」とし、同条第５項において、規則で定めること

とされている割合は、同項の規定にかかわらず１００分の１５を

超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。 

第３条 前条の規定による給与の支給条件、支給方法及び支給期日

については、玉名市一般職の職員の例による。ただし、玉名市一

般職の職員の給与に関する条例（平成１７年条例第４７号）第１

６条第２項中「１００分の１２７．５ 」とあるのは、「１００

分の１７７．５」とし、同条第５項において、規則で定めること

とされている割合は、同項の規定にかかわらず１００分の１５を

超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。 
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議第１０７号関係 

 

   玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

 

   （玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正（第１条関係）） 

（通勤手当） （通勤手当） 

第１０条の３ 略 第１０条の３ 略 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

⑴ 略 ⑴ 略 

⑵ 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支

給単位期間につき、それぞれ次に定める額（定年前再任用短時

間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して

規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定

める割合を乗じて得た額を減じた額） 

⑵ 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支

給単位期間につき、それぞれ次に定める額（定年前再任用短時

間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して

規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定

める割合を乗じて得た額を減じた額） 

ア・イ 略 ア・イ 略 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未

満である職員 ７,３００円 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未

満である職員 ７,１００円 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル未

満である職員 １０，４００円 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル未

満である職員 １０,０００円 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル未

満である職員 １３，５００円 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル未

満である職員 １２,９００円 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル未

満である職員 １６，６００円 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル未

満である職員 １５,８００円 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未

満である職員 １９，７００円 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未

満である職員 １８,７００円 
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ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未

満である職員 ２２，８００円 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未

満である職員 ２１,６００円 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未

満である職員 ２５，９００円 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未

満である職員 ２４,４００円 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未

満である職員 ２９，１００円 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未

満である職員 ２６,２００円 

サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル未

満である職員 ３２，３００円 

サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル未

満である職員 ２８,０００円 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未

満である職員 ３５，５００円 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未

満である職員 ２９,８００円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上である職員 ３８，

７００円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上である職員 ３１，

６００円 

⑶ 略 ⑶ 略 

３～８ 略 ３～８ 略 

 （期末手当）  （期末手当） 

第１６条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２７．５（給

料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級であるもの（第１

７条において「特定管理職員」という。）にあっては、１００分

の１０７．５）を乗じて得た額に、基準日以前６か月以内の期間

における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 ⑴～⑷ 略 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用につい

ては、同項中「１００分の１２７．５」とあるのは、「１００分

の７２．５」とする。 

４～６ 略 

第１６条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２５  （給

料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級であるもの（第１

７条において「特定管理職員」という。）にあっては、１００分

の１０５  ）を乗じて得た額に、基準日以前６か月以内の期間

における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 ⑴～⑷ 略 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用につい

ては、同項中「１００分の１２５  」とあるのは、「１００分

の７０  」とする。 

４～６ 略 

 （勤勉手当）  （勤勉手当） 

第１７条 略 第１７条 略 
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２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める

基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の

各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に掲げる額を超

えてはならない。 

 ⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  

当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員

にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）

において受けるべき勤勉手当基礎額に１００分の１０７．５（特

定管理職員にあっては、１００分の１２７．５）を乗じて得た

額の総額 

 ⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前

再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５２．５

を乗じて得た額の総額 

３～５ 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める

基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の

各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に掲げる額を超

えてはならない。 

 ⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  

当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員

にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）

において受けるべき勤勉手当基礎額に１００分の１０５  （特

定管理職員にあっては、１００分の１２５  ）を乗じて得た

額の総額 

 ⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前

再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５０   

を乗じて得た額の総額 

３～５ 略 
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   （玉名市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正（第２条関係）） 

（通勤手当） （通勤手当） 

第１０条の３ 略 第１０条の３ 略 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

⑴ 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定め

るところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要す

る運賃等の額に相当する額（次項及び第６項において「運賃等

相当額」という。） 

⑴ 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定め

るところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要す

る運賃等の額に相当する額（次項及び第５項において「運賃等

相当額」という。） 

⑵ 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支

給単位期間につき、それぞれ次に定める額（定年前再任用短時

間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して

規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定

める割合を乗じて得た額を減じた額） 

⑵ 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支

給単位期間につき、それぞれ次に定める額（定年前再任用短時

間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して

規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定

める割合を乗じて得た額を減じた額） 

ア～シ 略 ア～シ 略 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上６５キロメートル未

満である職員 ３８，７００円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上          

 である職員 ３８，７００円 

セ 使用距離が片道６５キロメートル以上７０キロメートル未

満である職員 ４２，２００円 

 

ソ 使用距離が片道７０キロメートル以上７５キロメートル未

満である職員 ４５，７００円 

 

タ 使用距離が片道７５キロメートル以上８０キロメートル未

満である職員 ４９，２００円 

 

チ 使用距離が片道８０キロメートル以上８５キロメートル未

満である職員 ５２，７００円 

 

ツ 使用距離が片道８５キロメートル以上９０キロメートル未

満である職員 ５６，２００円 
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テ 使用距離が片道９０キロメートル以上９５キロメートル未

満である職員 ５９，６００円 

 

ト 使用距離が片道９５キロメートル以上１００キロメートル

未満である職員 ６３，０００円 

 

ナ 使用距離が片道１００キロメートル以上である職員 ６６，

４００円 

 

⑶ 略 ⑶ 略 

３ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する

地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の

実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、

第１項第１号又は第３号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移

転の直前の住居（当該住居に相当するものとして規則で定める住

居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、

高速自動車国道その他の交通機関等（第１号、次項及び第６項に

おいて「新幹線鉄道等」という。）を利用し、その利用に係る特

別料金等（その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の

基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第１号及び次

項において同じ。）を負担することを常例とするものの通勤手当

の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

３ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する

地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の

実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、

第１項第１号又は第３号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移

転の直前の住居（当該住居に相当するものとして規則で定める住

居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、

高速自動車国道その他の交通機関等（第１号、次項及び第５項に

おいて「新幹線鉄道等」という。）を利用し、その利用に係る特

別料金等（その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の

基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第１号及び次

項において同じ。）を負担することを常例とするものの通勤手当

の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給

単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員

の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額（第

６項において「特別料金等相当額」という。） 

 ⑴ 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給

単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員

の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額（第

５項において「特別料金等相当額」という。） 

⑵ 略 ⑵ 略 

４ 略 ４ 略 

５ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員のうち、自動車等の駐車

のための施設等で規則で定めるものを利用し、その料金を負担す

ることを常例とする職員に対し、５，０００円を超えない範囲内

 



- 18 - 

 

で１か月当たりの料金に相当する額として規則で定める額（以下

「駐車料金相当額」という。）を支給する。 

６ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通

機関等が２以上ある場合においては、その合計額）、第２項第２

号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で

除して得た額（新幹線鉄道等が２以上ある場合においては、その

合計額）並びに駐車料金相当額の合計額が１５万円を超える職員

の通勤手当の額は、第２項から前項までの規定にかかわらず、当

該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期

間につき、１５万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額と

する。 

５ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通

機関等が２以上ある場合においては、その合計額）、第２項第２

号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で

除して得た額（新幹線鉄道等が２以上ある場合においては、その

合計額）の          合計額が１５万円を超える職員

の通勤手当の額は、前３項      の規定にかかわらず、当

該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期

間につき、１５万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額と

する。 

７ 略 ６ 略 

８ 略 ７ 略 

９ 略 ８ 略 

 （期末手当）  （期末手当） 

第１６条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２６．２５（給

料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級であるもの（第１

７条において「特定管理職員」という。）にあっては、１００分

の１０６．２５）を乗じて得た額に、基準日以前６か月以内の期

間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 ⑴～⑷ 略 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用につい

ては、同項中「１００分の１２６．２５」とあるのは、「１００

分の７１．２５」とする。 

４～６ 略 

第１６条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２７．５ （給

料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級であるもの（第１

７条において「特定管理職員」という。）にあっては、１００分

の１０７．５ ）を乗じて得た額に、基準日以前６か月以内の期

間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 ⑴～⑷ 略 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用につい

ては、同項中「１００分の１２７．５ 」とあるのは、「１００

分の７２．５ 」とする。 

４～６ 略 

 （勤勉手当）  （勤勉手当） 

第１７条 略 第１７条 略 
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２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める

基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の

各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に掲げる額を超

えてはならない。 

 ⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  

当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員

にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）

において受けるべき勤勉手当基礎額に１００分の１０６．２５

（特定管理職員にあっては、１００分の１２６．２５）を乗じ

て得た額の総額 

 ⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前

再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５１．２

５を乗じて得た額の総額 

３～５ 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める

基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の

各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に掲げる額を超

えてはならない。 

 ⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  

当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員

にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。） 

において受けるべき勤勉手当基礎額に１００分の１０７．５  

（特定管理職員にあっては、１００分の１２７．５ ）を乗じ

て得た額の総額 

 ⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前

再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５２．５ 

   を乗じて得た額の総額 

３～５ 略 
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議第１０８号関係 

 

   玉名市税条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

（身体障害者等に対する種別割の減免） （身体障害者等に対する種別割の減免） 

第９０条 市長は、次に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるもの

に対しては、種別割を減免する。 

第９０条 市長は、次に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるもの

に対しては、種別割を減免する。 

⑴ 身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害者」とい

う。）又は精神に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害者

等」という。）の移動の用に供する軽自動車等で次に掲げるもの

（身体障害者等１人につき                

                            

                            

                            

                            

                            

         １台に限る。） 

⑴ 身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害者」とい

う。）又は精神に障害を有し歩行が困難な者（以下「精神障害者」

という。）が所有する      軽自動車等（身体障害者で年

齢１８歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有

する軽自動車等を含む。）で、当該身体障害者若しくは精神障害

者（以下「身体障害者等」という。）のために当該身体障害者等

と生計を一にする者又は当該身体障害者等（身体障害者等のみ

で構成される世帯の者に限る。）のために当該身体障害者等（身

体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護する

者が運転するもの（１台に限る。） 

ア 身体障害者等が運転する軽自動車等で、当該身体障害者等

又は当該身体障害者等と生計を一にする者が所有するもの 

イ 身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする

者が運転する軽自動車等で、当該身体障害者等又は当該身体

障害者等と生計を一にする者が所有するもの 

ウ 身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に

限る。以下このウにおいて同じ。）のために当該身体障害者等

を常時介護する者が運転する軽自動車等で、当該身体障害者

等又は当該身体障害者等を常時介護する者が所有するもの 

 

⑵ 略 ⑵ 略 

２～６ 略 ２～６ 略 
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議第１０９号関係 

 

   玉名市岱明コミュニティセンター条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

玉名市鍋松原海岸しおまちパーク潮湯条例 玉名市岱明コミュニティセンター条例 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下

「法」という。）第２４４条の２第１項の規定に基づき、観光の

振興並びに市民の健康増進及び福祉の向上を図るための玉名市鍋

松原海岸しおまちパーク潮湯（以下「潮湯  」という。）の設

置及び管理  に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下

「法」という。）第２４４条の２第１項の規定に基づき、住民 

       の健康増進と福祉 の向上を図るため玉名市岱明

コミュニティセンター   （以下「センター」という。）の設

置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （名称及び位置）  （位置） 

第２条 潮湯の名称及び位置は、次のとおりとする。 

  名称 玉名市鍋松原海岸しおまちパーク潮湯 

  位置 玉名市岱明町鍋３１８８番地先 

第２条 センターの位置は、玉名市岱明町鍋３１８８番地先とする。 

   

 

 （管理運営）  

第２条の２ 市長は、潮湯を常に良好な状態において管理し、その

設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。 

 

２ 市長は、潮湯に必要な職員を置くことができる。  

 （事業）  （事業） 

第３条 潮湯は、次に掲げる事業を行う。 第３条 センターにおいて行う事業は、次のとおりとする。 

 ⑴ 観光の振興に関する事業  ⑴ 住民の健康増進と福祉の向上に関すること。 

 ⑵ 市民の健康増進及び福祉の向上に関する事業  ⑵ 住民の各種団体等の活動に関すること。 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業  ⑶ 住民のレクリエーションのための必要な便宜の供与 

  ⑷ 住民の教育及びスポーツ活動に関すること。 

  ⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 
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 （休館日）  （休館日） 

第４条 潮湯  の休館日は、次に掲げるとおりとする。 第４条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴・⑵ 略  ⑴・⑵ 略 

２ 略 ２ 略 

 （開館時間）  （開館時間） 

第５条 潮湯  の開館時間は、午前１０時から午後６時までとす

る。ただし、宿泊の使用をするときは、終日とする。 

第５条 センターの開館時間は、午前１０時から午後６時までとす

る。ただし、宿泊の使用をするときは、終日とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるとき

は、同項の開館時間を変更することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたとき

は、同項の開館時間を変更することができる。 

 （宿泊の使用をすることができる団体）  （宿泊の使用をすることができる団体） 

第６条 宿泊の使用をすることができる団体は、次に掲げる団体と

する。 

第６条 宿泊の使用をすることができる団体は、次に掲げる団体と

する。 

 ⑴ ５人以上 が宿泊する団体  ⑴ １０人以上が宿泊する団体 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が宿泊の使用を適当と認める

団体 

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が宿泊の使用を適当と認めた

団体 

 （使用の許可）  （使用の許可） 

第７条 潮湯  を使用しようとするものは、あらかじめ市長の許

可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする

ときも、同様とする。 

第７条 センターを使用しようとする者 は、あらかじめ市長の許

可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする

ときも、同様とする。 

２ 略 ２ 略 

 （使用の不許可  ）  （使用の許可の基準） 

第８条 市長は、               次の各号のいず

れかに該当すると認めるときは  、潮湯の使用を許可しないこ

とができる。 

第８条 市長は、前条の許可を受けようとする者が次の各号のいず

れかに該当すると認められるときは、許可をしない     こ

とができる。 

 ⑴ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある      と

き。 

 ⑴ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められると

き。 

 ⑵ 潮湯の施設、設備、備品等（以下「施設等」という。）を毀

損し、又は汚損するおそれがある      とき。 

 ⑵ 施設又は設備                   を毀

損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 
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 ⑶ 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組

織の利益になる      とき。 

 ⑶ 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組

織の利益になると認められるとき。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、潮湯          の管

理上支障がある      とき。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、使用させることがセンターの管

理上支障があると認められるとき。 

 （使用許可の取消し等）  （使用  の取消し等） 

第９条 市長は、潮湯を使用するもの（以下「使用者」という。）

が次の各号のいずれかに該当するとき、又は潮湯の管理上特に必

要があるときは、当該潮湯の使用の許可に係る条件を変更し、 

   使用を停止し、又は当該許可を取り消す   ことができ

る。 

第９条 市長は、使用の許可を受けた者             

が次の各号のいずれかに該当するとき            

      は、使用の許可を取り消し         、若

しくは使用を停止し、又はその使用の条件を変更することができ

る。 

  ⑴ 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。 

  ⑵ 前条各号に定める事由が発生したとき。 

 ⑴ この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。  ⑶ この条例又はこの条例に基づく規則   に違反したとき。 

 ⑵ 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。  

 ⑶ 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。  

 ⑷ 緊急やむを得ない事情により、市がこれを使用する必要があ

るとき。 

 ⑷ 緊急やむを得ない理由により、市がこれを使用する必要があ

るとき。 

２ 略 ２ 略 

 （使用料）  （使用料） 

第１０条 潮湯  の使用料（以下「使用料」という。）は、別表

の   とおりとする。 

第１０条 センターの使用料             は、別表

に定めるとおりとする。 

２ 使用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、

市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を後納させるこ

とができる。 

 

  （使用料の還付） 

 第１１条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに

よらない事由によるとき、その他市長が特別の理由があると認め

るときは、その全部又は一部を還付することができる。 
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第１１条 略 第１２条 略 

 （使用料の還付）  

第１２条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の

責めによらない事由によるとき、その他市長が特別の理由がある

と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 

 （指定管理者による管理）  （指定管理者による管理） 

第１３条 潮湯  の管理は、法第２４４条の２第３項の規定によ

り法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管

理者」という。）に行わせることができる。 

第１３条 センターの管理は、法第２４４条の２第３項の規定によ

り法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管

理者」という。）に行わせることができる。 

２ 前項の規定により潮湯  の管理を指定管理者に行わせる場合

は、第４条及び第５条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、

必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、潮湯

  の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更

することができる。 

２ 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合

は、第４条及び第５条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、

必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、セン

ターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更

することができる。 

３ 第１項の規定により潮湯  の管理を指定管理者に行わせる場

合は、第６条から第９条までの規定中「市長」とあるのは、「指

定管理者」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場

合は、第６条から第９条までの規定中「市長」とあるのは、「指

定管理者」と読み替えるものとする。 

４ 第１項の規定により潮湯  の管理を指定管理者に行わせる場

合において、当該指定管理者が潮湯  の管理を行うこととされ

た期間前にされた第７条第１項（前項の規定により読み替えて適

用される場合を含む。）の許可の申請は、当該指定管理者にされ

た許可の申請とみなす。 

４ 第１項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場

合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされ

た期間前にされた第７条第１項（前項の規定により読み替えて適

用される場合を含む。）の許可の申請は、当該指定管理者にされ

た許可の申請とみなす。 

５ 第１項の規定により潮湯  の管理を指定管理者に行わせる場

合において、当該指定管理者が潮湯  の管理を行うこととされ

た期間前に第７条第１項（第３項の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。）の許可を受けている者は、当該指定管理者の

使用の許可を受けた者とみなす。 

５ 第１項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場

合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされ

た期間前に第７条第１項（第３項の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。）の許可を受けている者は、当該指定管理者の

使用の許可を受けた者とみなす。 

 （指定管理者の業務）  （指定管理者の業務） 

第１４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 第１４条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 
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 ⑴ 略  ⑴ 略 

 ⑵ 潮湯  の使用の許可に関する業務  ⑵ センターの使用の許可に関する業務 

 ⑶ 施設等        の維持及び修繕に関する業務  ⑶ センターの施設及び設備の維持及び修繕に関する業務 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、指定管理者が潮湯  の管理上

必要と認める業務 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上

必要と認める業務 

 （利用料金）  （利用料金） 

第１５条 第１０条第１項の規定にかかわらず、潮湯  の管理を

指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、

当該指定管理者に潮湯  の施設及び設備の利用に係る料金（以

下「利用料金」という。）を収受させることができる。 

第１５条 第１０条   の規定にかかわらず、センターの管理を

指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、

当該指定管理者にセンターの施設及び設備の利用に係る料金（以

下「利用料金」という。）を収受させることができる。 

２ 略 ２ 略 

  （利用料金の還付） 

 第１６条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者の責め

によらない事由によるとき、その他市長が特別の理由があると認

めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

第１６条 略 第１７条 略 

 （利用料金の還付）  

第１７条 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、使用者

の責めによらない事由によるとき、その他市長が特別の理由があ

ると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 

 （兼業の禁止）  （兼業の禁止） 

第１８条 法第９２条の２、第１４２条（法第１６６条第２項にお

いて準用する場合を含む。）及び第１８０条の５第６項の規定は、

指定管理者について準用する。この場合において、法第９２条の

２中「当該普通地方公共団体に対し請負（業として行う工事の完

成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引

で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。以下

この条、第１４２条、第１８０条の５第６項及び第２５２条の２

第１８条 法第９２条の２、第１４２条（法第１６６条第２項にお

いて準用する場合を含む。）及び第１８０条の５第６項の規定は、

指定管理者について準用する。この場合において、法第９２条の

２及び第１４２条                     
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８第３項第１２号において同じ。）をする者（各会計年度におい

て支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会

の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定

める額を超えない者を除く。）及びその支配人又は主として同一

の行為をする法人」とあり、法第１４２条中「当該普通地方公共

団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為

をする法人」とあるのは「指定管理者」と、法第１８０条の５第

６項中「当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする

者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人」とあるの

は「その職務に関する公の施設の指定管理者」と読み替えるもの

とする。 

                             

                             

                             

                             

                   中「当該普通地方公共

団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為

をする法人」とあるのは「指定管理者」と、法第１８０条の５第

６項中「当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする

者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人」とあるの

は「その職務に関する公の施設の指定管理者」と読み替えるもの

とする。 

 （原状回復の義務）  

第１９条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、直ちに当該

施設等を原状に回復しなければならない。第９条第１項の規定に

より使用を停止し、又は許可を取り消されたときも、同様とする。 

 

 （損害賠償の義務）  （損害賠償） 

第２０条 使用者は、    故意又は過失により施設等を毀損し、

又は滅失したときは、その損害                

     を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理

由があると認めるときは、この限りでない。 

第１９条 使用者は、施設等を故意又は過失により滅失し   、

又は毀損したときは、直ちに原状に回復し、又は市長が相当と認

める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理

由があると認めたときは、この限りでない。 

  （管理運営の基本方針） 

 第２０条 市長は、センターの管理運営については、適切な広域的

利用に努めるものとする。 

別表（第１０条、第１５条関係） 別表（第１０条、第１５条関係） 

施設区分 区分 金額 

入浴施設 中学生以上 ５００円（７０歳以上の

者又は重度心身障害者医

療費受給資格者証、身体

障害者手帳、療育手帳若 

玉名市岱明コミュニティセンター 

入浴施設 区分 市内利用者 市外利用者 

大人 ２２０円 ４４０円 

子供 １００円 ２２０円 

回数券１ 大人 ２，２００円 ４，４００円 
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  しくは精神障害者保健福

祉手帳の交付を受けてい

る者（以下「高齢者等」

という。）にあっては、３

００円） 

小学生 ３００円 

小学生未満 無料 

回数券１２

枚綴り 

中学生以上 ５，０００円（高齢者等

にあっては、３，０００

円） 

小学生 ３，０００円 

休憩室 １室１時間当たり ５００円 

宿泊施設 １人１泊当

たり 

寝具あり ５，８００円 

寝具なし ２，５００円 

 備考 

  １ 休憩室の使用時間が１時間未満のときは、１時間とみなす。 

  ２ 休憩室の使用時間が１時間を超えた場合は、２５０円を加

算し、以後３０分ごとに２５０円を加算する。 

  ３ 宿泊施設の使用料には、入浴施設の使用料を含む。 

  ４ この使用料は、消費税等を含む。 

 ２枚綴 子供 １，１００円 ２，２００円 

休憩室 区分 １時間当たり 

大休憩室１ ２２０円 

大休憩室２ ２２０円 

小休憩室１ ２２０円 

小休憩室２ ２２０円 

 備考 

  １ 使用時間が１時間未満のときは１時間とみなす。 

  ２ １時間を超えた場合で３０分未満の端数があるときは、３

０分とみなし、表に掲げる額の２分の１を加算し、３０分を

超える場合は、１時間とみなす。 

機器使用料 機器名 １回当たり 

ロッカー １０円（１枠） 

  ３ 宿泊するときの使用料（食事に係る費用を除く。）は、こ

の表の規定にかかわらず、１人１泊当たり１，７８０円とす

る。 

  ４ この使用料は、消費税等を含む。 
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議第１１０号関係 

 

玉名市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

 （虐待等の禁止） 

第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第

３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心

身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（虐待等の禁止） 

第１２条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、法第

３３条の１０各号   に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心

身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 （利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第１７条 略 

 （利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第１７条 略 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左

欄に掲げる健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律

第１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。

同表において同じ。）（以下この項において「健康診断等」という。）

が行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄

に掲げる 健康診断の全部又は一部に相当すると認められるとき

は、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができ

る。この場合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の

右欄に掲げる健康診断等      の結果を把握しなければな

らない。 
児童相談所等における乳児

又は幼児（以下「乳幼児」と

いう。）の利用開始前の健康

診断 

利用乳幼児に対する利用開始

時の健康診断 

乳幼児に対する健康診査 利用開始時の健康診断、定期の

健康診断又は臨時の健康診断 
 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所

等における乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）の利用開始前

の健康診断                         
                              
が行われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼児に対する利

用開始時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるとき

は、利用開始時の健康診断の全部又は一部を行わないことができ

る。この場合において、家庭的保育事業者等は、児童相談所等に

おける乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を把握しなければな

らない。 

３・４ 略 ３・４ 略 
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議第１１１号関係 

 

玉名市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

 （虐待等の禁止） 

第１２条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法

第３３条の１０第１項各号に掲げる行為その他当該利用者の心身

に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 （虐待等の禁止） 

第１２条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法

第３３条の１０各号   に掲げる行為その他当該利用者の心身

に有害な影響を与える行為をしてはならない。 
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議第１１２号関係 

 

玉名市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

新 旧 

 （虐待等の禁止） 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子ど

もに対し、児童福祉法第３３条の１０第１項各号（幼保連携型認

定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては認定こど

も園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施

設の職員にあっては学校教育法第２８条第２項において準用する

認定こども園法第２７条の２第１項各号）に掲げる行為その他当

該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為を

してはならない。 

 （虐待等の禁止） 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子ど

もに対し、児童福祉法第３３条の１０各号          

                             

                             

                             

                   に掲げる行為その他当

該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為を

してはならない。 
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議第１１３号関係 

 

   熊本県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 

新 旧 

別表第２ 別表第２ 

組合の共同処理する事務 組合の共同処理する事務 

略 略 

第３条第１０

号に関する事

務 

上天草市    、阿蘇市、美里町、玉東町、

和水町、南関町、長洲町、大津町、菊陽町、

南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇

村、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐

町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦

町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五

木村、山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町 

略 略 
 

略 略 

第３条第１０

号に関する事

務 

菊池市、上天草市、阿蘇市、美里町、玉東町、

和水町、南関町、長洲町、大津町、菊陽町、

南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇

村、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐

町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦

町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五

木村、山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町 

略 略 
 

 


